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浮島指定処分地建設発生土受入れに係る運用変更について 

 浮島２期地区では、川崎市内の公共事業から発生する建設発生土を受入れており、港湾局では

「①川崎市内の公共事業であること②建設発生土が受け入れできる安全なものであること」を確

認の上、建設発生土搬入整理券等の交付を行っている。 

１ これまでの手続きの流れ  

（１）昨年度までの手続きの流れ 

（２）今年度の手続きの流れ 

 当面の改善策として、庁内逓送便を活用した港湾局窓口への来庁不要を実現。 

⇒課題①解決。 

２ 新しい手続きの流れ（案） 

 発注局からの申請・発注局への発券とすることにより、手続きの電子化（押印の不要）を実現。 

⇒課題②、③を解決。 

 （１）申込書・承認書 

新運用 

（２）建設発生土搬入整理券 

旧運用                      新運用 

３ 今後のスケジュール 

・２月中旬よりホームページにて掲載 

・令和３年３月１日施行 
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・来庁回数 

約 1700回/年 

・手続時間 

５～１０日 

 新規(提出・券受取) 

 変更(提出・券受取) 

 完了提出時 

 に窓口来庁 

・来庁回数 

約９０回/年 

・手続時間 

約７日 

 急ぎの場合のみ 

 窓口来庁 

・来庁回数 

０回/年 

・手続時間 

約１日 

 全て電子で完結 

（押印不要） 

 来庁の必要無し 

PDF 専用用紙 

承認書廃止 

（発券をもって承認するものとする） 

旧運用

      ① 申請にあたり市内建設業者が港湾局窓口等に足を運ぶ回数が非常に多い 

課 題  ② 申請から発券までに多大な時間を要する 

      ③ 発券された用紙に多量の記入・押印が必要 
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